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交通政策審議会第６６回港湾分科会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年３月１０日（金） 

開会 １３時３０分  閉会 １５時３０分 

 

２．開催場所 国土交通省（中央合同庁舎第３号館）４階 特別会議室 

 

３．出席委員等氏名 

＜委員＞ 

氏  名 役  職  名 

家田 仁 政策研究大学院大学 教授 

一柳 尚成 トヨタ自動車(株) 物流管理部長 

上村 多恵子 (一社)京都経済同友会 理事 

小田 和之 (一社)日本船主協会 常勤副会長 

河野 真理子 早稲田大学法学学術院 教授 

木場 弘子 キャスター・千葉大学客員教授 

小林 潔司 京都大学経営管理大学院 経営研究センター長・教授 

篠原 文也 政治解説者・ジャーナリスト 

篠原 正人 
福知山公立大学 教授・京都大学経営管理大学院 特命教

授 

竹林 幹雄 神戸大学大学院海事科学研究科 教授 

野原 佐和子 (株)イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 

望月 久美子 (独)住宅金融支援機構 理事 
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４．会議次第 

 

① 港湾計画について（審議）                ・・・ ３ 

     ・小名浜港（ 改 訂 ）          

     ・佐世保港（一部変更） 

       ・八代港 （一部変更） 

     ・平良港 （一部変更） 

     ・秋田港 （一部変更） 

     ・敦賀港 （一部変更） 

     ・神戸港 （一部変更） 

     ・高松港 （一部変更） 

     ・志布志港（一部変更）            

 

② 今後の港湾における中長期政策について（審議）      ・・・２０ 

 

③  港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針

の変更について（報告）                 ・・・３０ 

 

④ 改正港湾法に基づく洋上風力発電の導入の進捗状況について（報告） 

・・・３２ 
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【総務課長】  それでは定刻になりましたので、ただいまより交通政策審議会第６６回

港湾分科会を開催させていただきます。 

 お手元の資料のご確認をお願いいたします。会議資料一覧をつけてございますので、資

料の不足等ございましたらお申し出いただきたいと存じます。 

 よろしゅうございますか。もし資料の不足、また落丁等ございましたら、会議の途中で

も構いませんので、お申しつけいただければと存じます。 

 それではまず、委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は委員１６名中１２

名にご出席をいただいてございまして、交通政策審議会令第８条に規定されております定

足数である過半数の９名に達しておりますことをご報告申し上げます。 

 それでは、議事に先立ちまして、港湾局長よりご挨拶を申し上げます。 

【港湾局長】  港湾局長でございます。委員の皆様におかれましては、３月の大変ご多

忙の中、本分科会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本日の分科会は、

盛りだくさんの内容となっております。ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 実は、今日３月１０日に、通常国会に港湾法の改正法案を提出すべく準備しておりまし

たが、今朝の閣議で閣議決定をいただきまして、本日中に国会に送付される運びになって

おります。今日は、後ほどのご報告の中でご説明申し上げますが、法律改正に関連いたし

まして、基本方針の一部見直しなども出てまいります。こういった、言ってみれば世の中

の動きに対応して、今回、クルーズや防災対策に関係する制度改正をやるわけですが、適

宜対応していかなければいけない課題にもしっかり対応していきたいと思っております。

他方で、腰を据えて長期的な視点でもって、港湾政策をどう進めていくのかという点も大

事だと思っておりますので、今日はそういった観点での今後の中長期政策についてもご審

議を賜りたいと考えております。  

今日の審議、ぜひ委員の先生方からも活発なご議論を頂戴できますことをお願い申し上

げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【総務課長】  それでは、議事に入らせていただきます。 

 なお、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。 

 それでは分科会長、進行をよろしくお願いいたします。 

【分科会長】  よろしくお願いします。 

 本日は、審議事項１０件、報告事項２件を予定しております。多くの案件がございます

ので、円滑な議事進行にご協力いただきたいと思います。 

 まずは港湾計画についてでございます。議事次第にありますように、港湾計画の改訂が

小名浜港の１港、港湾計画の一部変更が８港ございます。件数が大変多く、時間も限られ

ておりますので、円滑な議事進行にご協力お願いします。 

 また、事務局からの説明も簡潔にお願いいたします。 

 初めに、小名浜港の港湾計画の改訂について事務局からご説明をお願いします。なお、

改訂ということで、今回は港湾管理者である福島県の土木部次長と、東北地方整備局の港

湾空港部長にご出席いただいておりますので、お席のほうへどうぞお座りください。 

【港湾計画審査官】  では、ご説明をさせていただきます。計画課港湾計画審査官でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、資料番号１番の小名浜港の計画資料をご覧いただきながら、改訂計画についてご



 -4-

説明させていただきます。 

 小名浜港は、福島県の南部のいわき市に位置します重要港湾でございます。前回改訂を

平成１５年にしてございまして、今回、平成４０年代前半を目標とした計画改訂を行うと

いうことで、ご説明をさせていただきます。 

 １ページ目をご覧ください。小名浜港の概要を整理してございます。常磐炭田を背景に

いたしました石炭の積み出し港というところから始まりまして、周辺に工場、あるいは火

力発電所といったものが立地する港湾でございます。ご案内のとおり平成２３年に国際バ

ルク戦略港湾に選定、平成２５年には特定貨物輸入拠点に指定されてございます。 

 ２ページ目をごらんください。小名浜港の主な立地企業とあわせて、ふ頭の場所をお示

ししてございます。ご覧になっておわかりのとおり、エネルギー関連企業、科学関連企業

などが立地しておりまして、また、周辺には火力発電所等が立地してございます。 

 黄色い枠で囲んでふ頭の名前を書いてございますけれども、各地区の使われ方をここで

簡単にご説明申し上げておきます。ちょうど真ん中あたりに大剣地区、あるいは藤原ふ頭

地区等がございます。ここで石油を入れる、もしくはコンテナを取り扱うということをや

ってございます。その左側の７号ふ頭地区、それから５・６号ふ頭地区、ここにおきまし

ては現在、石炭を主に扱っておるということでございます。４号ふ頭地区、３号ふ頭地区

では金属鋼、あるいは砂、砂利等々のバラ貨物を扱ってございます。１・２号ふ頭地区に

つきましては、現在、賑わい空間の形成ということで、集客施設等が立地してございます。

栄町地区は漁港の用に供されている地区でございます。左側に東港地区とございますが、

ここはいわゆるバルク戦略港湾の対応ということで、大水深の岸壁を現在整備している場

所になってございます。 

 ３ページ目をご覧ください。小名浜港の取扱貨物の現状についてご説明しております。

右の円グラフを見ていただきますと、輸入で８割、輸出で７割を石炭が占めておるという

ことで、石炭の貨物量が全体の半数以上を占めておるという、石炭の取り扱いが非常に多

い港となっております。 

 ４ページ目になります。石炭に関連する状況について若干ご説明をいたします。１つは、

これはもうご案内のとおりですけれども、バルク戦略港湾に指定されておるということで

ございます。 

 ５ページ目になります。さらに小名浜港における石炭取扱の最近の見通しということで

ございます。地図には、福島県におけます火力発電所の立地をお示ししてございます。黒

い点が現在稼働している火力発電所です。青い点はこれから稼働が計画されている発電所

でございまして、広野火力発電所、それから勿来発電所はＩＧＣＣ、石炭ガス化複合発電

で高効率な発電の施設を整備するということで、現在アセスメントの手続をほぼ終えて現

地に入るという状況でございます。これが平成３２年度以降に稼働する予定でございまし

て、この稼働により小名浜港での石炭取扱量が増加する見込みであるということが今回の

計画の背景になってまいります。 

 ６ページ目を見ていただきまして、石炭の取り扱いのボリューム感について、右下のグ

ラフで簡単にご説明したいと思います。青い折れ線グラフが輸入、赤が輸出になります。

青の輸入を見ていただきますと、現状、平成２６年の実績でございますが、約７００万ト

ン取り扱っております。その右側に括弧で囲んであります６３８万トンでございますが、
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これは既定計画の想定貨物量で、既にこれを超えておる状況でございます。そのさらに右

を見ていただきますと、平成３３年ごろに１,０００万トンを超えるということで、これだ

けのものが増えてくるということに対応しなければいけない状況になっております。 

 ７ページ目につきましては、上位・関連計画と小名浜港の役割の関連を整理しておりま

すが、説明は割愛させていただきまして、８ページ目をご覧ください。 

 小名浜港の目指す姿ということで整理をしております。先ほど申し上げましたが、目標

年次は約１５年後の平成４０年代前半を目指しております。物流・産業、それから港の賑

わい、あと防災という観点から整理をしておりますが、今回新たに計画を位置づけるもの

につきましては物流・産業に関するものでございまして、先ほども申し上げました石炭の

関連、それから、ふ頭用地の再編、あと、コンテナターミナル機能の強化ということにな

ってまいります。詳細は追ってご説明を申し上げます。 

 ９ページ目をご覧ください。今回計画のゾーニングということで、冒頭ご説明申し上げ

ました使われ方と概ね合致しておりまして、基本的には今使われているゾーニングの延長

の中で計画を改訂していくということで考えております。 

 １０ページ目をご覧ください。１０ページ目、１１ページ目で今回計画で想定する計画

貨物量を整理しております。１０ページ目は全体の貨物量でございますが、目標年次にお

いて約２,５００万トンということで、増える対象はやはり石炭の輸入、輸出でございま

す。あと、背後の企業が工場の中でバイオマス発電の建設のための手続を既に開始してお

りますので、そういったものの取り扱いも増えると見込んでおります。 

 １１ページ目を見ていただきますと、コンテナの貨物量の設定ということで、そこに書

いてございますように約４万ＴＥＵ程度までの増加はあるということで見込んでおるとこ

ろでございます。 

 １枚めくっていただきまして、１２ページ目に主な改訂内容を整理してございます。枠

の中の「＜目的＞」のところに番号を振っておりますが、左上のほうの①石炭貨物取扱へ

の対応ということで、先ほど申し上げたようなＩＧＣＣの建設、石炭の貨物量が増えてく

ることへの対応ということでございます。具体的には、東港地区におきまして、図の上で

は青い線でお示ししております既定計画の岸壁、現在整備中の暫定１８メートル整備中の

岸壁でございますが、これに加えてもう１バース、水深２０メートルの岸壁を計画しよう

と。これによって石炭を扱ってまいるということでございます。 

 それから、右上のほうの②コンテナ貨物取扱等への対応ということでございます。背景

についてはまた後ほど簡単に触れますけれども、現在ありますコンテナターミナルをリノ

ベーションいたしまして、水深１２メートル、延長２５メートルのコンテナ岸壁をつくる

こととあわせて用地造成の計画をしてまいります。 

 それから、左下の③地域の賑わいや観光振興を支える交流拠点の創出でございます。こ

れは計画事項に直接新しいものはございませんので、この場所で引き続き展開するという

ことでございます。 

 その上にある④安全・安心の確保でございますが、耐震強化岸壁につきましては①、②

で計画します新しい岸壁について耐震岸壁の位置づけをするということになってございま

す。 

 １３ページ目を見ていただきますと、石炭貨物取扱の対応の背景を少し整理してござい
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ます。石炭の輸入増加に伴いまして現在既に滞船の常態化、あるいは喫水調整による減載

が発生しており、これについては現在整備中の、図で左に黒く書いてございますＨ－１と

いう岸壁でもって対応してまいりたいと考えておりますが、ＩＧＣＣ、新たな火力発電所

の建設の需要が出てまいりましたので、それに対応した岸壁の整備が必要であるというこ

とでございます。あわせて、取り扱う船につきましては、大型化している傾向を踏まえて

現在位置づけられている計画となり水深２０メートルの岸壁を計画するということでござ

います。 

 １４ページ目をご覧ください。コンテナ貨物取扱への対応ということでございます。左

下、黄色い枠でコンテナターミナルを囲ってございまして、その前面の岸壁、オレンジ色

になっている部分は既に４０年以上たっている岸壁でございまして、こういったものは古

くなっておりますし、バンプールがコンテナターミナルの中になかったりということもご

ざいますので、岸壁のリノベーションとあわせてふ頭用地の形成をしていくというのが先

ほどご説明した計画になってまいります。あわせて、藤原ふ頭地区におきまして埠頭用地

が計画されておりますけれども、利用貨物のニーズが変わってまいりましたこともあり、

今回、ここを企業が利用したいということで、港湾関連用地への変更もしたいと考えてお

ります。 

 １５ページ目をご覧いただきますと、交流拠点の形成ということで、これは先ほども申

し上げましたように大きな変更はございませんので、引き続きこの計画で進めてまいりた

いと考えております。 

 １６ページ目、安全・安心の確保ということで、これも繰り返しになりますが、耐震岸

壁等の位置づけ等をしていくということでございます。 

 以上の計画を１７ページ目にまとめておりますけれども、これまでご説明した内容でご

ざいますので、説明は割愛させていただきます。 

 １８ページ目以降は、基本方針との適合性、あるいは計画の詳細について記載しており

ますが、こちらも説明を割愛させていただきます。 

 以上で小名浜港の改訂計画の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、

お願い申し上げます。 

【分科会長】  それでは、小名浜港の港湾計画につきまして、ご質問、ご意見ございま

したら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

【委員】  ご説明ありがとうございました。私もこのＩＧＣＣの勿来のプラントには二

度ほど視察に行ったことがあるのですが、やはり今の地球温暖化対策として非常に有効で、

また、世界で初めての空気吹きというのですかね、そういったシステムを取り入れていて、

国も非常に力を入れていると聞いております。３０年ほど苦労した末にいよいよ実用化す

ることに伴い石炭の輸入量が増加するということへの対応ということでございまして、力

を入れてやっていただきたいなという感想を持ちました。 

 今回計画変更のポイントは、石炭の量が増えるという部分の対応として、現在１つのバ

ースを２つに増やすという理解でよろしいのですよね。それから、水深２０メートルとい

うのもかなり深いと感じたのですが、これはやはり、船がかなり大型化しないとこれから

の増加幅に対応できない考えてよろしいのでしょうか。その辺の増加に伴う規模感のとこ

ろを少し説明をください。 
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【港湾計画審査官】  どうもありがとうございました。まずは岸壁の整備なのですが、

資料の１３ページ目をもう一度見ていただければと思います。新しいところに１バースを

今工事中でして、そこにもう１バースつくる。右側にあります陸側のオレンジのバースも

引き続き使って、全体でもってまかなっていくという計画になってございます。 

 それから水深の関係なのですけれども、バルク戦略港湾の計画のときもそうだったので

すが、ケープサイズは１７万５,０００トンの船を想定しております。これにつきましては

主な輸入先はオーストラリア、もしくはインドネシアなのですけれども、特にオーストラ

リアは西岸部のほうに石炭積み出し港がございまして、こういったケープサイズの船を出

せる港がございますし、それから、ＩＧＣＣは比較的性質の悪い石炭も利用できるという

ことで、こういったものはアメリカでの貯蔵量、埋蔵量が多いということでございますの

で、アメリカの西岸、カナダですとかワシントン州の港ですとか、そういったところから

の輸入も将来的にはあるだろうということを発電所が考えておりまして、そういった港は

今、２０メートルを超えるような岸壁を用意しておりますので、そういったところとのや

りとりを想定して今回計画を位置づけたということでございます。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

【分科会長】  何か補足されることはありますか。 

【港湾空港部長】  特に補足はございません。 

【分科会長】  それでは。 

【委員】  小名浜港がバルク戦略港湾として、また石炭の輸入港として今回全面的に改

訂されるのは、本当にある意味、東日本大震災を経て、いろんな経緯の中である意味大変

よかったことです。また急ぐことだと思うのですけれども、これが具体的に事業化されて

いくときに、例えば１２ページでいうと、どこから着手されていくのかなと。結構範囲も

広うございますし、急ぐところもあると思うのですけれども、着手していく優先順位みた

いなものがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

【分科会長】  じゃあ、お願いします。 

【港湾計画審査官】  ありがとうございます。１２ページでいいますと、青い岸壁につ

いては現在整備中でございまして、これは鋭意整備を進めているところでございます。そ

の先につきましては、基本的にはまず隣の赤い岸壁、石炭を取り扱うものからやっていく

だろうと。これはまた船の動向を見ながらになりますので、最終決定はまた別途しなけれ

ばいけませんけれども、まずは石炭を中心にやっていくだろうと想定してございます。 

 コンテナの方は、またこれもコンテナの動向を見ながらなのですが、その先といいます

か、少し後を見てやっていくということで今のところは想定しておりますけれども、いず

れにしましても貨物の動向によりますので、適宜、その時点で最適な工程を検討してまい

りたいと考えております。 

【委員】  ①、②、③、④で言うと。 

【港湾計画審査官】  ①、②、③、④で言いますと、まず①の青いところは既に進めて

いるということでございます。③は既設のものがほとんどで、これはあまり動かないと。

④につきましては①と②の岸壁の耐震化ということでございますので、①と②のどちらが

先かということになってまいると思います。そういう比較でいいますと、まずは①のほう

を優先したいと現時点では考えておる状況でございます。 
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【分科会長】  ほか、よろしいですか。 

 それでは、ほかに特段のご質問、ご意見ございませんようですので、答申案についてお

諮りしたいと思います。 

 答申。小名浜港。「国土交通大臣に提出された小名浜港の港湾計画については、適当で

ある。」という答申でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ご異議がないようですので、答申案のとおり報告させていただきます。 

 それでは、小名浜港の審議はこれで終了いたします。土木部次長、港湾空港部長、あり

がとうございました。 

 次に、港湾計画の一部変更の審議に移ります。まず佐世保港、八代港、平良港の港湾計

画について、事務局から説明をお願いします。 

【港湾計画審査官】  では、引き続きご説明をさせていただきます。 

 佐世保港、八代港、平良港につきましてはクルーズ案件でございますので、一括してご

説明をさせていただきます。 

 まず資料１－２、佐世保港の資料をごらんください。１枚めくっていただきますと、左

上の方に太い文字で背景と書いてございます。この背景につきましては、今からご説明申

し上げます３港に共通の背景でございますが、まずは最初の佐世保港のところでご説明さ

せていただきたいと思っております。 

 昨今のクルーズ需要の増大、クルーズ船寄港の増大ということを踏まえまして、官民連

携により国際クルーズ拠点を形成するため、旅客施設等への投資を行うクルーズ会社に岸

壁の優先使用などを認める新たな仕組みについて、検討会を設けて、昨年の秋ごろから検

討を始めてございます。昨年１０月から、こういった仕組みに参加するかどうかというこ

とで港湾管理者及びクルーズ船社から計画を募集したところで、下に書いてございます６

港から応募がございました。これにつきまして検討会でいろいろ評価をした結果、これら

の６港を今年１月３１日に「官民連携による国際クルーズ拠点を形成する港湾」に選定し

たということで、ホームページ等でも公表させていただいておるところでございます。 

 今回ご説明申し上げますのは、これらの６港のうち、佐世保、八代、平良の３港につい

て計画の変更をしたいということでございます。 

 では、佐世保港の説明をさせていただきます。１枚めくっていただきまして、１ページ

目をごらんください。計画変更箇所と変更のポイントと書いてございますが、写真の一番

上に黄色で囲った場所があり、佐世保市街地と書いてございますが、現在、この三浦地区

というところでクルーズを受け入れております。今回の計画を位置づけますのは、写真の

下のほうに赤い丸で囲ってございます浦頭地区という場所でございます。ここに新しい拠

点を形成する計画をつくりたいということでございまして、この場所はちょうど、右下に

ハウステンボスと書いてございますが、ハウステンボスから車で１０分ぐらいということ

で、非常に大きな集客が見込めるということから、この場所を管理者及びクルーズ船社が

選定したということでございます。 

 ２ページ目でございます。現在の状況でございますけれども、先ほど申し上げましたよ

うに、市街地に近い三浦地区において７万トン級の大型クルーズ船を受け入れている状況

でございます。平成２８年には６４回クルーズ船が寄港しているということでございます。 
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 ３ページ目でございますが、これに加えて浦頭地区をクルーズ拠点としたいということ

で、具体的な計画といたしましては、浦頭地区には写真の上で青い線で書いてあります７

メートル半の物流の岸壁がございますけれども、その前面に１２メートルの桟橋を出して、

そこにクルーズ船を寄港していただくということで考えております。青い線の背後の土地

に、クルーズ会社がターミナル等の集客施設をつくるということになってまいります。 

 施設の規模といたしましては、世界で一番長い Oasis of the Seas、世界で一番深い

Queen Mary2 に対応したものということでございますが、写真を見ていただきますと、緑

の線で制限水域と書いてある場所がございます。この地域には自衛隊や米軍が立地してお

りますので、水域が制限されております。そこにはまらない範囲での施設を今回計画して

おるところでございます。 

 佐世保港の計画の内容は以上でございます。 

 続きまして、資料１－３をごらんください。八代港の計画でございます。 

 八代港は、ご案内のとおり熊本県の南部に位置しました八代海に面しておりまして、熊

本地震の際には緊急物資輸送であるとか救援等に非常に機能した港でございます。 

 １ページ目をご覧いただきますと、変更の箇所を書いてございます。八代港の外港地区

というところ、コンテナバースですとか普通の物流バースといったものが並んでいる一番

左側にクルーズ岸壁を位置づけたいという計画でございます。 

 ２ページ目をごらんいただきますと、クルーズ船受入の現状と書いてございます。クル

ーズの実績としましては昨年１２隻ということで、それほど多くはないのですけれども、

右側の写真を見ていただきますと、寄港したクルーズ船、こちらは Quantum of the Seas

という１６万トン級のクルーズ船が入ってきているところでございます。こういったもの

が今は貨物岸壁を使って入っておりますけれども、さらなる寄港が見込まれるということ

で、新たにクルーズの専用岸壁を計画するものでございます。 

 めくっていただいて３ページ目でございますが、熊本地震の際のいろいろな被害状況で

すとか支援状況を少し整理しております。熊本県の港湾におきましては、現在、耐震岸壁

がきちんとした形で整備されておりませんので、その機能を付与するという意味で、この

資料をつけさせていただいております。 

 次の４ページ目をご覧ください。具体的な計画の内容を整理しております。左の図で見

ていただきますと、赤で書いた岸壁のところ、ここにクルーズ専用の岸壁を整備いたしま

す。水深、延長につきましては先ほどと同じ考え方で整理しております。現在は既設の使

っております場所に計画されておりました耐震岸壁の機能をこの新しい岸壁に付与するこ

とで、耐震岸壁の早期の整備を図ろうということで、あわせて計画するという内容になっ

てございます。以上が八代港の計画でございます。 

 資料１－４をご覧ください。平良港の計画でございます。１ページ目をご覧いただきま

すと、平良港は非常に広い港湾区域を持ってございまして、荒天時等の避難水域の確保等

で防波堤を整備しておりますけれども、今回計画いたしますのは、その一番下、漲水地区

という場所でございます。この場所では、現在、台湾等から日本を結ぶＲＯＲＯ船ですと

か、あとはスタークルーズというクルーズ船社が利用しているような場所、その他の貨物

類も主にここで扱っているということでございます。 

 ２ページ目を見ていただきますと、クルーズ船受入状況でございます。左のグラフを見
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ていただきますと、２０１６年には８６隻の寄港がございまして、実は前年が１３隻だっ

たものですから、非常に伸びておるということでございます。石垣ですとか、宮古島です

とか、そういった地区へのクルーズ需要が非常に多いということで、こういったものを受

け入れるために今回クルーズ岸壁を位置づけようということでございます。 

 現在は、下崎地区という少し離れた場所にございます１０メートルの貨物岸壁を使って

いたり、もしくは沖取りをしてテンダーボートで来ていただくということで、非常に非効

率な乗り降りをしていただいていますので、これを解消するということでございます。 

 ３ページ目をご覧ください。今回の計画の内容でございます。まずは漲水地区の防波堤

の外側に水深１０メートルのバースを桟橋で計画をしたいと思っております。これが１つ。

それから、図でいいますと下側のほう、公共ふ頭計画がある場所につきましては、ＲＯＲ

Ｏ船を対象とした水深９メートルの岸壁の整備を進めておりますが、この岸壁につきまし

ても先端の岸壁を優先的に使うクルーズ会社以外のクルーズの寄港も当然見込まれますの

で、そのクルーズに対応するため水深をマイナス１０メートルに増深して計画をし直すと

いうことで、この２カ所について、クルーズの岸壁を計画したいと考えております。 

 以上３港、駆け足になりましたけれども、クルーズ関係の計画のご説明をさせていただ

きました。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

【分科会長】  はい。ただいま説明のありました佐世保港、八代港、平良港の港湾計画

の一部変更につきまして、ご審議をお願いしたいと思います。いずれの案件でも結構です

ので、ご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 はい、では。 

【委員】  いずれの案件もクルーズ船の受け入れが急激に伸びている状況に対応する施

策であり喫緊の課題ですが、工事には時間がかかると思います。 

 事前説明で伺ったときに、大体２０２０年までにはというお話でしたが、もう少し、早

目に手を打つことはできなかったのかなという気もしまして、どうやってスピーディに対

応していくかということについて、お考えをお願いします。 

【港湾計画審査官】  どうもありがとうございます。確かに委員おっしゃるとおり、ス

ピード感を持ってやらなければいけない事業だと思っております。 

 昨今のクルーズ需要が非常に大きく伸びてございまして、港湾局といたしましても、こ

れまでは現在ございます施設を有効に使うであるとか、もしくは新しい施設を作っていく

ということでクルーズ対応をしてきたわけでございますけれども、なかなか、まだ十分こ

ういった状況に追いつけていない部分も、もしかしたらあるかもしれません。 

 今回のことにつきましては、先ほど委員からもお話ございましたけれども、平成３２年

にはこういったお客様も十分受け入れられるように喫緊に取り組んでまいりたいと思って

おりますので、そのことについては着実に進めてまいりたいと考えております。 

【委員】  ちょっと補足なのですけれども、需要の見通しもないのにどんどん、手を

打てばいいというものではないとは思っています。 

 なので、どの程度の需要を見込めればゴーするのかということを、できるだけ早い時

点で判断できるような検討の仕方を構築していくことが必要なのかと思いまして、今後

何か役に立てばと思います。 

 以上です。 
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【港湾計画審査官】  ありがとうございます。例えば需要の見通しですとか、そうい

ったこともどういうふうに考えるのか、検討してまいりたいと思っております。 

 今回の３港につきましては、特に船社と港湾管理者が一体となって進めていくという

ことで、ある程度、船社の方も投資をしながらということですので、見込みのある数字

だと思っておりますので、これはしっかりと需要を取り込めるように整備は進めてまい

りたいと考えております。 

【分科会長】  そのほか。 

【委員】  ありがとうございます。今の意見に関連するのですが、見通しではなく現

状の話なのですけれども、どの港も２０１４年ぐらいまでは来る船が１桁だったのが、

急にこのところ２桁になり大分増えていますけれども、現状は、受け入れ体制として、

お断りをしなければいけないようなことが起きて、ほかに回ってくださいということが

起きているのか、まだしばらくはこの状況でも受け入れはできそうなのか、その辺もち

ょっと教えてもらえますか。 

【港湾計画審査官】  ありがとうございます。港によると思いますが、特に多くのク

ルーズ船が来ている港につきましては、基本的にはバースの調整をしながら、空いたと

ころに入っていただくことになりますので、そういった意味では、お断りといいますか、

その調整の中で、なかなか船社の方が思うタイミングで入れないということはあろうか

と思っております。 

【委員】  では、急がないといけませんね。 

【分科会長】  それでは、そのほか。 

【委員】  どうもご説明ありがとうございます。 

 どれでもいいのですけど、佐世保だけ伺ってみようと思うのだけれども、クルーズ船

が増えていく中で、それになるべく早く対応しなきゃいけない、じゃないと来なくなっ

ちゃうという危機感の中で、急いでやっていくというのは大いに大事なことではあるの

だけれども、もう一方で、この港湾政策の中長期展望の中でも議論されているように、

このクルージングというのをキーにしながら、より美しく、より文化的価値も長期的に

増進できるような地域づくりの一助としてクルーズ船をやっていこうじゃないかという

方向が打ち出されていますよね。 

 そういう意味では、今日ご説明いただいた中では佐世保は非常に有望な土地柄であっ

て、針尾なんていうのも、通信基地だっけ、何かものすごくおもしろいのが見えたりし

て、手前は九十九島というのでしたっけ、すばらしい風景のところですよね。一方で、佐

世保の海軍基地や自衛隊、あるいは造船所なんかも見えて、産業的にもおもしろい感じ

もするしね。 

 幸いにも、通常の港のエリアよりも手前の浦頭というのでしたっけ、そのところでや

るのでしょう。ここなんかは、地元の県なり市町村なりがどういう、よりよい開発、それ

は何も商業開発しろとかいう意味じゃないですよ、要するに質の高い開発をしようとし

ているのかが、多分お有りだと思うのです。 

 それは港湾計画の事項ではないかもしれないけど、港湾計画の参考事項としてそうい

ったものにもメンションされていると、非常に納得感、長期的な有効感が出てくると思

うのだけど、その辺の事情なんかが、もしおわかりになったら若干教えていただきたい
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のと、そういうことを港湾計画の中でどういうふうに担保するというか、メンションす

るのかというところも、お考えがありましたら伺いたいと思います。 

【産業港湾課長】  ありがとうございます。佐世保港の資料の中で、１ページ目の背

景というところで６港の話をさせていただいていますけれども、去年の秋口から、投資

を行うクルーズ船社に岸壁の優先使用を認めるという仕組みで、応募してきませんかと

いうことで募集をしたときに応募してきたのがこの６港です。 

 これは応募してくるときに、実は港湾管理者と船会社の連名で計画書（目論見）とい

うものを出していただいています。その中で、当然、この岸壁のことだけではなく、クル

ーズ船が着いた後、地元でどのような経済効果を期待するか、どういうことをやってい

くのかを書いていただいております。 

 それを参考にいたしまして今回の港湾計画の変更に至っているということでございま

して、そういう意味で、クルーズ船をどのように活用していくかということは、地元の

港湾管理者とクルーズ船の間で随分議論はしているということでございます。 

【委員】  じゃ、問題はその内容だよね。 

【産業港湾課長】  そうですね。 

【委員】  議論されていることを聞きたいのじゃなくて、その内容が適切なものであ

るかを審議するのが審議会の役割であって、単にこれを何メートルにしましょうとか、

土木事業みたいな話だけを審議するのが課題じゃないでしょう、ここは。そういうこと

を申し上げたいので。 

【産業港湾課長】  すいません、少し紹介させていただきますと、佐世保につきまし

ては、もともとこの浦頭地区を選んだ理由が、非常にハウステンボスに近くて、ハウス

テンボスを核として地域振興をしていこうというのが一つありました。 

 それからもう一つは、この浦頭地区というのは、まさに岸壁以外あまり何もないよう

なところでしたので、ここの地域を、かなり大きな埠頭用地もありますので、そこで地

元のローカルなものを免税で販売していったりとか、こういうようなことを行いたいと

いうことが佐世保の計画でございます。 

 それから、あわせて八代……。 

【委員】  あ、そっちはいいや。 

【産業港湾課長】  あ、よろしいですか。 

【委員】  別に全部知りたいわけじゃなくて、どういう事柄を審議するのが港湾分科

会の機能かということを申し上げたいだけなので、佐世保にこだわっていないです、佐

世保そのものにもこだわっていないのだけど。 

 例えば今、産業港湾課長がおっしゃったのは、そのとおりではあるけど、どういう風

景にしていこうかとか、どういうデザインコンセプトでいくのだとか、単に物を売ると

いう、ハウステンボスに近いからうれしいでしょうというだけだったら文書に書けば終

わりだけど、絵づらはどうなっているのだとか、そういうところまでやっていかないと、

少なくとも中長期展望で述べているような、よりよい空間をつくっていくことにつなが

らないですよね、今日みたいな議論だけじゃ。 

 そこのところから変えていくのが中長期展望で議論していることだとすると、今はま

だ展望にすぎないから変えていないにしても、今後はここの、特にクルージングについ
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ては、そこのところを強調するような計画手法なり計画コンセプトなり内容を審議する

方向に持っていくほうがいいのじゃないかと思いますがね。 

【産業港湾課長】  はい。 

【分科会長】  どうぞ。 

【委員】  今のことに関連して。委員がおっしゃるのはもっともなことです。この中

で私だけかもしれないですが、官民連携による国際クルーズ拠点の委員をやらせていた

だきまして、その中で、今回挙がっている６港のいろんな港の産業計画や都市計画を含

めての、いろんな地域の、また地域創生も絡めたいろんなプレゼンテーョンをお聞きい

たしました。委員がおっしゃっているような、各地域がどういう思いで、この港と一体

となり、クルーズ拠点ではなく、むしろまちづくりの一環としてどういうふうに位置づ

けるのかというような立体的なお話を聞いた上でこの６港が選ばれたということです。

この中でもまたそういうご説明がある方がより理解が深まるとは思いますけれども、一

応、委員としてはそういうものをお聞きした上で選考したということだけはご報告して

おきたいと思います。 

【分科会長】  はい。 

【技術参事官】  全くそのとおりだと思いますので、この件に関しては、先ほどクル

ーズの話は非常に慌てて、急いでやっているのじゃないかというところもございました

とおり、今求められている需要に対して応えていかないといけない、あるいは需要と供

給をうまく官民連携しながら合わせていかないといけないという中で今進めてきている

ところでございます。 

 確かに、おっしゃるとおり中長期観点からもう少し、もう一個、ワンランクアップ、あ

るいは、その地域とどううまく、地域活動はどうつなげていくのか、あるいは、まちづく

りとどうつながっていくのかは非常に大事なコンセプトだと思いますので、この件に関

して、これからも、まだこの案件だけでは、クルーズの話については終わるわけではご

ざいませんので、これから出てくるものについては、少しその部分も含めて、どういう

議論の仕方、どういう提示の仕方、どういう内容の仕方がいいのかを少しこちらでも考

えさせていただきまして、またご提示させていただければと思っております。よろしく

お願いいたします。 

【分科会長】  よろしいですか。施設計画のところに重点が置かれているのはいたし

方ないところがあるのですが、いずれの案件も、実は施設計画だけではなく、地域計画、

産業計画など、関連する事項を含めてご説明いただいているのですね。 

 ただ、産業計画や産業政策に関してはこれまでの検討の蓄積がかなりあるので、背後

地域を含めて当該の港湾が向かうべきベクトルがかなり見えていると思います。しかし、

クルーズ振興は、まだまだ歴史が浅い。地域としてクルーズを基軸とした地域振興の姿

を真剣に考えた結果の蓄積がまだまだ不足している。したがって、地域全体、あるいは

港湾全体としてのクルーズの姿に関しては、地元にも真剣に考えてもらわないといけな

い。したがって、国や行政の立場からも、クルーズ振興の姿に関してどんどん情報発信

を行い、地域を巻き込んでいくという迫力がないとだめだと思いますね。 

【委員】  それとはちょっと違うのだけど、クルーズ船の寄港状況のランキングを見

ると、１位が博多、２位が長崎、それでずっといって、鹿児島、佐世保と書いてあるわけ



 -14-

ですね。ベストテンに九州が４港も入っているわけですよ。その中でこの３つを拠点化

して整備していくということで、九州全体、確かに需要はどんどん増えているし、九州

にクルーズ船が非常に集中していることも事実ですけれども、これはパイの食い合いみ

たいな、つまり各港で競争してくださいということにならないか。少し役割分担的な、

割り振り的なものを、将来的に、長期的に考えていく必要があるのではないでしょうか。 

 何かそういうことを少しは押さえないと、今みんな九州に来ていますよね。それをど

ういうふうに各港で受け入れていくのかを考えるときに、単に競争しなさいだけでいい

のかどうか、その辺はいかがでしょうか。 

【産業港湾課長】  ありがとうございます。おっしゃるとおり、九州、沖縄が今非常に

多くなっております。その理由は、発着地が中国で、特に中国人の休暇のとり方などか

ら比較的短期のクルーズが多いものですから、なかなかまだ東まで来ていないというの

が事実であります。この傾向は、ここしばらく、ここ数年ぐらいはまだ続くだろうと思

っておりまして、そうしますと、九州の方の港はまだまだ全体的に全然足りないことに

なっています。 

 一方で、ロングクルーズだとか、あるいは日本発着のクルーズというのも徐々に増え

てきておりまして、こういったクルーズについては、当然、東日本方面へも足を伸ばす

ということになっております。 

 国としては、もちろん日本全国のインバウンド、日本の魅力を全体で知っていただき

たいという観点から、長期、あるいは東日本への全国のクルーズ展開を推進していると

ころでありますけれども、目下のところ、あまりにも九州のが多いものですから、九州

については、とにかく需要に対応するのが手いっぱいというようなところが現状でござ

います。 

【委員】  そうすると、ロングクルーズみたいなものはこれから徐々に増えていくだ

ろうし、また増やしていこうというわけですね、インバウンドとしても。 

 一方、今、九州を重点的にこれだけやっているということは、必ずしもロングクルー

ズに対応するというよりも、当面の受け入れ体制として拡張しなきゃいけないというこ

とですか。 

【産業港湾課長】  いえ、実は必ずしもそうでもなくて、発着地が中国とか台湾とか、

あるいは香港の方でありますので、ロングクルーズとしてもやはり沖縄とか九州は第１

寄港目、第２寄港目としてはあるわけでして、そこからさらに東日本へ伸ばしていって

いただきたいという意味からして、ロングクルーズになったとしても、九州、沖縄の需

要は引き続きあると思います。 

【委員】  なるほど。最後に１問だけいいですか。 

【分科会長】  はい。 

【委員】  そうであるにしても、実態を聞いていると、中国、韓国、そのままバスを横

づけで買い物の人が多い。そのバスの手配が大変だという声を聞きます。福岡の天神に

行ってばっと買ったり、昔ほどの爆買いじゃないにしても、依然としてある。そういう

のが本当のクルーズかということは、僕らはクエスチョンを持つのですよ。 

 だから、それをうまくそういうものにつなげていくことをもう少し考えないと、何か

買い物ツアーの船に対応するだけの感じに終わっちゃったら意味がないと思うのです。 
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 以上です。 

【産業港湾課長】  ありがとうございます。おっしゃるとおりでございまして、もと

もと九州に急に増えたというのは、買い物が目的というのがあります。徐々に中国の方

も、１回来ると２回目以降は買い物ではなく、違う方に行ったりしております。 

 少し一段落はしたのかという気はしておりますけれども、確かに特定の店に行って買

い物をするだけでは地方の振興にならないということは各地方とも皆さん認識しており

まして、観光資源の造成だとか、それからいろんな地域を回らせるような工夫を地域々々

でやっておりますので、ぜひ連携して取り組みたいと思います。ありがとうございます。 

【分科会長】  よろしゅうございますか。 

 それでは、答申案につき、お諮りしたいと思います。 

 答申。佐世保港。「国土交通大臣に提出された佐世保港の港湾計画については、適当で

ある。」という答申でご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。ご異議がないようですので、答申案のとおり報

告させていただきます。 

 次は八代港です。「国土交通大臣に提出された八代港の港湾計画については、適当であ

る。」という答申でご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ご異議ないようですので、答申案のとおり報告させていただきます。 

 答申。平良港。「国土交通大臣に提出された平良港の港湾計画については、適当である。」

という答申でご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございました。答申案のとおり報告させていただきます。 

 それでは、次に秋田港、敦賀港、神戸港の港湾計画について、事務局から説明をお願い

します。 

【港湾計画審査官】  では、引き続きまして、秋田港、敦賀港、神戸港の港湾計画の一

部変更の説明をさせていただきます。 

 まず、秋田港でございます。資料１－５をご覧ください。 

 秋田港につきましては、１枚めくっていただきまして１ページ目になりますが、赤い丸

で囲ってある場所に、秋田港に注いでおります旧雄物川からの流下土砂等によります浚渫

土砂を処分する土地を計画するというものでございます。 

 ２ページ目をご覧ください。必要性等を整理してございます。 

 流下土砂等の浚渫土砂につきましては、図で言いますと右側の青い文字で書いてござい

ます飯島地区というところで従来受け入れてきておりましたけれども、平成２６年以降、

容量を超えて受け入れている状態にございます。また、この飯島地区の土地におきまして

新たな石炭火力発電所の立地が公表され、手続が進んでおるところでございます。 

 したがって、新たな土砂処分場の確保が必要となりますので、図で言いますと左側、赤

いところで囲っております向浜地区におきまして、海面処分・活用用地を計画したいと考

えております。造成後の土地につきましては、埠頭用地といたしまして石炭・木質ペレッ

ト等の燃料貨物、あるいは周辺で計画されております風力発電所の資機材の取り扱いに使
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われる見込みでございます。 

 なお、この埋立地の計画に伴いまして、再生可能エネルギー源を活用する区域が若干か

ぶりますので、そこの変更も合わせて行いたいと考えております。 

 以上が、秋田港の一部変更の内容でございます。 

 続きまして、資料１－６、敦賀港の港湾計画の一部変更でございます。 

 １ページ目をご覧ください。敦賀港の全体像をお示ししてございます。特に赤い破線で

囲った場所につきまして、今回の計画変更の場所になってまいりますが、上の方が北海道

と敦賀を結ぶフェリーのターミナルになってございます。それから、真ん中のあたりが外

内貿のコンテナターミナルとなってまいります。これらの岸壁につきまして、耐震強化岸

壁という位置づけを付与するというのが今回の計画の内容でございます。 

 ２ページ目をご覧ください。今申し上げましたフェリー航路あるいはコンテナ航路につ

きましては、仕向け地・仕出し地が非常に広範な貨物を取り扱っておりまして、背後地域

の経済活動のみならず、国内の物流の拠点ともなっておるという状況でございます。 

 通常、国内輸送、国際輸送の拠点となるフェリー埠頭、それからコンテナ埠頭につきま

しては耐震の機能を付与していくことにしておりますけれども、これらの岸壁につきまし

ては計画地点が少し古かったこともございまして、現状でその機能が付与されておりませ

んでしたので、そこに耐震岸壁の機能を付与したいと考えております。 

 きっかけといたしましては、昨年１月に策定されました敦賀港の港湾ＢＣＰにおきまし

て、これらの岸壁について、災害時に早期に復旧すべき施設として位置づけられたという

背景がございます。あわせまして、それに接続する臨港道路につきましても、大規模地震

対策施設に位置づけるというものが敦賀港の計画の内容でございます。 

 それから、資料１－７をご覧ください。神戸港の一部変更でございます。 

 １枚めくっていただきますと、計画変更の箇所ということで、湾岸西伸部ということで、

これまで神戸港の航路計画、あるいは橋梁の桁下空間の計画ということで昨年７月にもご

審議いただきましたけれども、その湾岸西伸部につきまして、従来、一般道路の扱いで取

り扱っておりましたけれども、今回、事業調整等に入るということで、臨港道路に位置づ

けたいということで考えております。 

 ２ページ目は飛ばしていただきまして、３ページ目をご覧んいただきますと、その必要

性ということで、神戸港につきましては広域な背後圏を擁しておりますけれども、背後の

内陸部と神戸港との間のコンテナ流動、あるいはポートアイランドと六甲アイランドの間

の埠頭間流動が非常に増加しているという状況でございます。 

 これらの貨物につきましては、現在、市街地の道路を使っておりますので、いわゆる渋

滞区間を経由するということで貨物の定時性への影響がございますし、逆に言いますと、

さらなる渋滞の悪化を招くという状況でございますので、神戸港の国際競争力を強化する

ために、神戸港と背後圏とのアクセス、あるいは神戸港内の交通の円滑化を図るという意

味で、この道路を臨港道路に位置づけるというものでございます。 

 以上が神戸港の計画でございます。 

 以上３件、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

【分科会長】  それでは、次に秋田港、敦賀港、神戸港の港湾計画の一部変更につきま

してご審議いただきたいと思います。いずれの案件でも結構ですので、ご質問、ご意見が
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ありましたらよろしくお願いします。 

 じゃ、お願いします。 

【委員】  すいません、敦賀の件でちょっとお聞きしたいのですけれども、ＢＣＰの観

点で耐震強化というのは非常に重要だと思っているのですけれども、想定される震度みた

いなものはどういうことで算出されているのですかね。わかったら教えてください。 

【港湾計画審査官】   想定している地震につきましては、震度で言いますと震度６か

ら７の地震を想定しておるということになります。 

【分科会長】  よろしいですか。 

【委員】  はい、ありがとうございます。 

【分科会長】  そのほか。 

【委員】  神戸港についてなのですけれども、神戸港は確かに山が迫っていて、非常に

陸上の交通がやりにくい場所なものですから、六甲アイランドとポートアイランドをくっ

つけようという発想かと思うのですけれども、ご承知のとおり、邦船３社が定期船で合併

することになりまして、六甲アイランドに２社、ポートアイランドに１社ある。そのほか

にも、もちろん外国の船会社が入っているわけですけれども、そういうことを前提に置い

た計画になっているのでしょうか。それだけお聞きしたいと思います。 

【港湾計画審査官】  ありがとうございます。今回の道路計画につきましては、邦船３

社の統合が昨年公表されまして、その後、具体的にどの場所でどういうふうに事業展開を

していくということにつきまして、まだ現時点で明らかになっていない状況もございます

ので、綿密にそれを反映させるということは当然できておりませんけれども、一方で、現

在神戸市の方で将来構想を検討されておられまして、その中では、現在のところ、ポート

アイランドの２期でありますとか六甲アイランド、あるいは六甲アイランド南を将来的に

活用するという方向性については、今、神戸市の方で考えておられるということでござい

ますので、そういったものは念頭に置きながら、今回の計画は位置づけておるということ

でございます。 

【委員】  ちょっと１つコメントをさせてください。 

 港湾管理者が、神戸港は神戸市、大阪港は大阪市と分かれているわけですよね。オペレ

ーションの方はくっつきましたけれども、港湾管理者が計画を立てるときに、どうしても

自分の所管の場所しか念頭にないわけです。国としては、やはり気をつけなくちゃいかん

のは、ほかにも選択肢があるのじゃないですかということを常に疑問を持ちながら、その

計画論議をしていただきたいと思います。 

【港湾計画審査官】  ありがとうございます。そこにつきましては、阪神港の例ではな

いのですけれども、３年ほど前に京浜港の改訂を、３港を一体的に整理させていただきま

したけれども、同じような視点については、常に国としては持ちながら計画は見てまいり

たいと考えております。ありがとうございます。 

【委員】  神戸港なのですけど、この改訂はぜひとも必要なので、それはいいのだけど、

この「変更のポイント」というところの書きぶりが、こっちのちゃんとしたやつでの変更

理由、それから同じ文章が今の１ページの変更のポイントに書いてあるのですが、ここに

書いてあることは正しいのです。神戸港と背後圏のアクセス性向上、神戸港内における交

通の円滑化、このとおりなのだけど、この臨港道路の価値はそこにとどまらないのですよ。 
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 つまり、東京圏はだんだん高速道路の整備が進んできたのに比べて、関西圏というのは

高速道路ネットワークがやっぱり貧困なところがあって、ここは最も渋滞するエリアの一

つで、これができることによって阪神地区の広域的な交通円滑性が圧倒的に向上し、阪神

圏全体の経済成長力をもたらすのであると。しかも、このすぐ南にある神戸空港と、上か

らぐるっと回ってくるのは関空ですから、幾つかの空港がより密接に連携することによっ

て、さらに関西圏の経済ポテンシャルを上げることができるという位置づけの道路ですよ

ね。 

 だけど、ここに書いてあるのはすごくちっちゃいところの話しか書いていなくてね、変

更のポイントが。ぜひ、もちろんご認識されているのだろうけれども、あわせてそういう

ことを図るのだということはやっぱり明示するべきだと私は思いますけれども。 

 以上です。 

【港湾計画審査官】  ありがとうございます。委員ご案内のとおり、既に都市計画決定

もされておりまして、事業化も進んでおる道路でございまして、そこに臨港道路としての

機能を付与するという意味で、少し控え目な表現になってしまったのかもしれません。 

 そこは、委員おっしゃるように、この道路がどういった役割にあるかということは、き

ちんと背景も含めて説明していくことが必要かと思いますので、今後またご意見を踏まえ

ながら工夫してまいりたいと思っております。ありがとうございます。 

【分科会長】  ありがとうございます。 

 ほかによろしいですか。よろしゅうございますか。 

 それでは、答申案についてお諮りしたいと思います。 

 答申。秋田港。「国土交通大臣に提出された秋田港の港湾計画については、適当である。」

という答申でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございました。ご異議がないようですので、答申案のとおり

報告させていただきます。 

 答申。敦賀港。「国土交通大臣に提出された敦賀港の港湾計画については、適当である。」

という答申でご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ご異議ないようですので、答申案のとおり報告させていただきます。 

 答申。神戸港。「国土交通大臣に提出された神戸港の港湾計画については、適当である。」

という答申でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ご異議ないようですので、答申案のとおり報告させていただきます。 

 それでは、次に高松港、志布志港の港湾計画について、事務局から説明をお願いします。 

【港湾計画審査官】  計画案件、残り２港を説明させていただきます。 

 まず、資料１－８、高松港の港湾計画一部変更でございます。１ページ目を見ていただ

きますと、変更箇所が書いてございます。高松駅と書いてあるところが、いわゆるフェリ

ーの乗り場等々になりますが、今回変更しますのは朝日地区というところで、物流機能等

の集約している場所でございます。この朝日地区におけます臨港道路計画を中心に変更を

行いたいと思っております。 
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 ２ページ目をご覧ください。朝日地区におきましては、図の真ん中の上側に、「公共岸

壁（コンテナ）【整備中】」と書いてございます水深１２メートルのコンテナ岸壁、これ

を今整備中で暫定供用しているところでございますけれども、これにつながる臨港道路が、

青で書いてある線形で臨港道路の計画がされております。この道路によって区分されてお

ります港湾関連用地の一体利用のニーズが出てきたこと、あるいは臨港道路の、図でいう

と右側、東側の道路を使う方々から、もう少しアクセスの向上を図れないかということも

ありましたので、右の枠の中に書いてありますような形で臨港道路の法線を変更したいと

考えております。水深１２メートルの重要な岸壁につながる道路ということで、今回審議

会にお諮りするものでございます。 

 あわせて物資補給をする岸壁が、図でいいますと左側に、緑で囲ってございますが、水

深が少し浅うございまして、もう少し大きな船がつきたいということで、コンテナターミ

ナルの北側に赤く書いてございますけれども、物資補給岸壁の計画を位置付けたいと思っ

ております。ここは現在護岸でございますけれども、工事用の船舶等が既に接岸していて

実質的に岸壁のように使われておりますので、引き続き、その機能を物資補給岸壁として

位置付けていくということで考えております。 

 高松港につきましては以上でございます。 

 計画の最後になりますが、資料１－９、志布志港の一部変更についてご説明をさせてい

ただきます。志布志港につきましては、表紙にございますように鹿児島県の東部、宮崎県

との県境に近いところに位置する港湾でございます。 

 １枚めくっていただきまして１ページ目でございますが、今回計画変更のポイントでご

ざいます。バルク戦略港湾の選定を受けた港でございまして、バルク貨物輸送の実現を図

るために必要となる係留施設を今回位置付けたいとするものでございます。 

 ２ページ目をご覧ください。志布志港の概要ですが、右の円グラフだけ見ていただきま

すと、輸入それから移出でとうもろこしが大宗の貨物になっておりまして、このとうもろ

こしの取り扱いについて効率的な輸送を図るため、今回施設計画を位置付けるということ

でございます。 

 ３ページ目、輸入とうもろこしの荷動きと用途等ということで、これは前回、水島港の

審議をいただいたときにもお示ししたものでございまして、同じ資料をおつけしてござい

ますが、日本へのとうもろこしの主な荷動きルートといたしましては、アメリカからの貨

物が大宗であって、あとはブラジル、アルゼンチン等からやってまいるということ、あと、

輸入とうもろこしの用途につきましては飼料用であり、日本の畜産にとって非常に重要で

あるということをお示ししてございます。 

 ４ページ目につきましては、世界のとうもろこしの消費の状況で、日本も輸入等非常に

多いということと、あと下の方には、とうもろこしを運搬する船の大型化の傾向について

お示ししておりますが、説明は割愛させていただきます。 

 ５ページ目をご覧ください。港別の、特に九州におけます港別のとうもろこしの輸入量

等々を整理しております。とうもろこしの輸入量全体は約１,５００万トン程度で推移を

してございます。志布志港は全国で２番目の取り扱いということで、主に鹿児島県、宮崎

県を中心とした南九州に飼料を配合する拠点となっております。北部九州につきましては、

北部のそれぞれの港から入れるとうもろこしでもって飼料配合して供給をしていくという
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状況にございます。 

 ６ページ目をご覧ください。バルク戦略港湾の選定と志布志港の取り組みということで、

左側は全体の経緯がございますが、右側を見ていただきますと、志布志港における戦略港

湾の概要ということでございます。ネオパナマックスないしはパナマックスで大きな船で

持ってきたものを、志布志港の新しい岸壁、公共岸壁１６メートル大水深の岸壁で受け入

れまして、これを港内の飼料関連企業に入れるとともに、２港揚げということで、鹿児島、

八代、佐世保、博多といった港に寄っていくということで輸送の効率を図ろうというもの

でございます。 

 ７ページ目をご覧ください。具体的な施設計画でございますが、左側の図を見ていただ

きますと、若浜地区というところにサイロ会社飼料工場等が立地をしてございます。この

場所と、それから右側の新若浜地区、ここにはコンテナを中心とした貨物を取り扱ってい

る岸壁がございますけれども、この間の奥まったところに、既に港湾関連用地の計画がご

ざいますが、そこに公共の１６メートルの岸壁を新たに計画して、ここを拠点にするとい

うものでございます。ちなみに、バルク戦略港湾の選定時の考え方につきましては、右側

に小さく写真で書いてございますけれども、公共ドルフィンを先のほうに出すという計画

をしておりましたけれども、その後の事業化に向けた調整の中で、ほかの船舶への操船へ

の影響等を鑑みて、今回の計画は適当であるということで、地域でもって合意が得られま

したので、この計画で今回お諮りをしたいと考えております。 

 ８ページ目には、古い岸壁の機能転換等によります維持管理のトータルコストの縮減に

係る資料をおつけしております。 

 以上が志布志港の変更の内容でございます。 

 以上２件、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

【分科会長】  それでは、高松港、志布志港の港湾計画の一部変更について、ご意見、

ご質問ございましたら、よろしくお願いいたします。ございませんか。 

 それでは、特にご質問、ご意見ございませんようですので、答申案についてお諮りした

いと思います。 

 答申。高松港。「国土交通大臣に提出された高松港の港湾計画については、適当である。」

という答申でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ご異議ないようですので、答申案のとおり報告させていただきます。 

 答申。志布志港。「国土交通大臣に提出された志布志港の港湾計画については、適当で

ある。」という答申でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ご異議ないようですので、答申案のとおり報告させていただきます。 

 それでは、次の議題に移ります。港湾における中長期政策でございます。中長期政策に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

【企画室長】  企画室長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず資料２－１をご覧ください。前回１１月に「施策の方向性」としてお示ししたもの

をまとめたものになります。上の方には、背景や７つの検討の視点、さらには役割を整理

しております。時間の関係で割愛させていただきます。下半分の方は、これまでの議論の
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経緯ということで、港湾局が現在行っている施策、１８個ありますが、その中で８つを主

に議論して頂いてきました。一番下の検討スケジュールでございます。前回１１月の分科

会で「政策の方向性」の素案を提示させていただいたところで、本日は、前回いただいた

ご意見などを踏まえまして「政策の方向性」について若干修正いたしましたので、これに

ついてご了解いただきたいと思っております。今後、夏に向けて中間取りまとめを、これ

まで議論させていただいた中身についてしたいと思っております。施策の中身について、

４月以降も議論させていただいた上で、中間取りまとめの素案をまずこの夏にまとめさせ

ていただいて、１年後の最終取りまとめを目指したいと現段階では考えております。 

 次に裏面に移りまして、こちらが今回若干修正いたしました中長期政策の方向性の案で

ございます。大きくはあまり変わってないのですが、変わったところだけご説明いたしま

す。 

 まず、１ポツの①と②のところで、①と②の順番を入れかえました。①に関しては、「ア

ジアへのダイレクト航路の充実」とだけ書いてあったのですが、「東アジアから生産拠点

の移転が進み、成長著しい東南アジアへの航路を戦略的に重要な航路」という形で位置付

けて、「国内主要港からの直航サービスを強化し、リードタイムを短縮」するというとこ

ろを少し具体的に書きまして、かつ順番も入れかえたというところでございます。 

 ②、③は特に大きな変更はございません。 

 それ以外では、中身としては入っていたのですが、少しキーワードをこちらに追加した

ところとしましては、２の①の「港湾のロジスティクス・ハブ機能の強化」ですとか、３

の②のクローズのところの「海外富裕層の更なる誘致」ですとか、あとは③の「内航クル

ーズ」ですとか「広域周遊・滞在型ルート」というキーワードを追加しております。さら

には、５の③の「海洋権益の保全」ですとか「海洋資源」という言葉をキーワードとして

追加させていただいております。 

 具体的な中身については、資料２－２に基づいてざっとご説明いたします。 

 ２ページ目を開いていただきまして、今全体の傾向としては東アジアから東南アジアへ

生産拠点の南下が進行している。これは、左側の所得が今後、特に東南アジアについても

上がっていくと、中国に関しても上がっていくという中で、右下のような形で生産拠点の

移転が、かなりダイナミックな形で動いているかと思います。 

 その中で、３ページ目になりますが、日系企業も東南アジアの方に大分進出して貿易額

とかも増えているということになります。 

 一方、４ページ目にまいりまして、これは現在、我が国と世界各国との間の貿易のボリ

ューム、特にコンテナに関してのボリュームとルートを示したものなのですが、大きな貿

易相手先としてはやっぱり中国、東南アジア、北米、欧州が大きいということがわかりま

す。課題といたしましては、円グラフの中で直航ですとかトランシップとか書いています

が、傾向としてはトランシップの割合が増えているということと、あとは全体的に燃費重

視で減速航行が進行していますので、全体としてリードタイムがかなり延びているという

状況が課題としては挙げられます。 

 ５ページ目に、荷主の方、船会社の方に伺った際のご意見を簡単にまとめております。

直航便の減少が、荷主の一番上の方でいうと、希望としては、「適切なサイズで高頻度で

リードタイムが短い航路が理想」というご意見もいただいております。あと精密機械メー
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カーからは、「直航基幹航路が全廃されるとサービスレベル、運賃レベルが上昇するのが

課題」とのご意見もいただいております。一方で、日本で積替える可能性に関しては、例

えば荷主、これはゴムメーカーの方ですが、リードタイムはそれほど重視してないとか、

あと自動車メーカーの方からは、週二、三便はないとなかなか日本で積替えが難しいとか、

あと船会社の方からは、ターミナルが点在しているというところが積替えの課題であると

いう、様々なご意見をいただいています。 

 将来、じゃあ見通しはどうなのかということで、６ページ目になりまして、これは、現

在ＩＭＦとかが予測しています経済成長率に基づいて、単純にどれぐらいボリュームが将

来増えるのかというのをざっくり予測したものになります。先ほどの話にありますが、今

後、東南アジアとの間のトレードが伸びる。特に、東南アジアと北米の間、更には東南ア

ジアと中国の間、もちろん中国と北米の間もかなり太くなるということで、そういった中

で日本のトレードは相対的にはちょっと細くなっている傾向があるということをどうやっ

て対応していくのかというのが今後の大きな課題かと思います。 

 具体的に、７ページ目が、直近の動きといたしましては、最近、中国の船会社のＣＯＳ

ＣＯの北米航路が横浜に追加寄港すると発表しました。狙いとしましては、横浜港から東

南アジアへ向けてフィーダー便を走らせて、これに接続すると、このような形で東南アジ

アと北米の間の貨物をうまく取っていくことも重要かなと考えております。 

 一方で、８ページ目釜山港の集貨戦略ということで、近隣諸国の港湾政策はどうかとい

うことでまとめております。特に特徴的なのは、来年度に関しては、釜山港のインセンテ

ィブが約３９億円ということでかなり大幅に増やしているというところ。あと特徴的なの

は、２ポツ目にありますが、２０１７年はベトナム、イラン、パナマ、中国東北部といっ

たところを戦略ターゲットとして、特にこういうところからの積替え貨物の取り込みを狙

っているということで、かなり戦略的にやっているということがわかります。 

 ９ページ目、これは有名な中国の「一帯一路構想」です。海上ルートの拠点を港湾の拠

点を押さえ、ネットワークを形成しようという中国の戦略です。 

 こういった形で、近隣諸国の方でも戦略的な取り組みがなされている中で、日本として

どういう対応を今後していくのかというところで、１０ページ目に簡単にまとめておりま

す。長距離の欧米や中南米とかへの航路は従来通り、戦略港湾に集めて直航便を維持しま

す。韓国や中国に関しては引き続き各地域からダイレクトで結ぶ。一方で、今後特に増え

る、かつ戦略的にも重要になる東南アジアへの航路に関して、ここに少し力を入れていく

べきなのじゃないかと考えております。具体的には①から③までございますが、まず日本

の各地域と東南アジアの間のボリュームがそもそも増えるという点への対応、②一部東南

アジアから北米に流れる貨物も日本で積替え得るのではないかというところ、③特にヨー

ロッパ向けなどに関して今かなり便数が少なくなっておりますので、荷主の方の利便性を

向上するという観点から、東南アジアで接続してさらにその先に運んでいくというところ

で直航便に負けないサービスができるのではないかということを考えておりまして、こう

いった観点から、戦略的に東南アジアへのネットワークを強化する方向を出そうと考えて

おります。 

 ２ポツ目、今度は国内の話になります。１３ページ目が国内のフェリーや RORO 船のネッ

トワークになります。全体としては日本海側の航路網が少し薄いかなと思われます。右上
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にありますが、海上ルートと陸送ルートで、海上ルートをうまく組み合わせると、例えば

宮崎から東京に行く際に、途中フェリーを使う方がドライバーの休憩時間の関係で早くな

るとか、そういう使い方もあるということが言えます。 

 １４ページ目になりますが、先ほど日本海側の航路が少し薄いと、貨物がやや少ないと

いうことで、それへの対応ということで１案としては、国内の貨物だけではややボリュー

ムが少ないので、国際フィーダー貨物を、例えば日本海側の貨物を北部九州に集めて、そ

こで接続して東南アジアに運ぶ。右下のような形で積み合わせをすることで、国内のネッ

トワークも強化するということも考えていく必要があるのかなと思っております。 

 １５ページにまいります。今度はまた違う話なのですが、コンテナ貨物がどこで開けた

り詰めたりされているのかということで、特に特徴的なのは輸入コンテナ貨物に関して、

横浜や神戸港に関しては、港の中で開けている貨物が増えてきています。これはそれだけ、

右下の方に示しているような形で、港の近くや中で、物流施設が増えてきたということに

なります。一方で、東京や大阪に関してはやや少ない。これはやはり土地の価格や供給量

の課題があるのかなと思います。 

 １６ページ、輸出入貨物に関してはなるべく港の近くで扱った方が効率的ですので、「ロ

ジスティクス・ハブ」を引き続き港内に整備していく必要があります。 

 １７ページ、ターミナル自体の効率化ということで、現在行っている遠隔操作ですとか

をさらに進めていく必要があります。 

 さらに１８ページ目は、情報の共有化で無駄をなくすという観点も重要です。 

 飛びまして、２０ページ以降がクルーズの話になります。 

 ２２ページが、本日閣議決定いただいた内容になります。こういった形でクルーズ拠点

ぼ整備を促進していく必要があります。 

 ２３ページ目の、日本海側のクルーズルートが比較的短期でも回れるということで、か

なり日本人のお客さんが増えています。空港から船までチェックインできると、フライ＆

クルーズも楽になってくるということで、こういった取組も必要です。 

 更には２４ページ、プライベートアイランド、あとは内航クルーズを少し小さな船で回

るということも今後必要なのかなと考えております。 

 更には２５ページのホテルシップのような形で、イベント以外にも離島や地方部におけ

る宿泊先としてうまく活用していくという観点も重要です。 

 ２７ページ目が空間形成の事例です。左側が物流施設の再開発の事例。右側が今まで安

全上立ち入り不可で自由に使うことがなかなか簡単ではなかった防波堤の上とかを開放し

たり、真ん中のような形で、これは横浜の大さん橋ですが、住民の方が市場や花火を楽し

む場として提供できるようにしたり、右下はシンガポールの例ですが、水域をこういう形

で使ってショーをやるとか、様々な使い方が必要なのかなと考えております。 

 さらには２８ページ目、景観形成という観点でいうと、街が海を向き、海に開けた水際

空間を形成していく必要があります。右側が景観シミュレーションのイメージですが、特

に船や海からの視点も考慮して、街が船を迎え入れるような空間形成を図っていくという

ことも必要です。 

 次はエネルギーの話で、３１ページ目が専用岸壁の老朽化。４０年以上経った岸壁が４

分の３を占めているという状況なので、企業再編などに併せて共同利用していただく場合、
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何らかの支援をしていくということも今後考えられるのかなと思っております。３２ペー

ジ目の通り、今後いろんなルートから新しいエネルギーが入ってまいります。北極海から

も入ってまいりますし、パナマ運河経由でも入ってきますし、オーストラリアからも入っ

てくるというところを、災害のことを考えまして日本海側、さらには太平洋側、両面から

受けられるということも必要かなと考えております。 

 さらには３３ページのような形で、今後本格的にＣＯ2 を減らすということであれば水

素を使わないといけないのですが、そういった水素を扱う地区を少し港湾の中でまとめる

ことも必要なのかなと思っております。 

 ３５ページ以降が環境の話になります。 

 港としてはなるべくＣＯ2 を出さないようなターミナルをつくるゼロエミッション、次

の３６ページが LNG バンカリング拠点の形成です。ＳＯｘ規制で船からの排出量を２０２

０年以降、０.５％以下にしないといけないという中で、まずは横浜でやるのですが、今後

内航にも入ってくる可能性もありますので、全国展開も含めて検討して参ります。 

 防災の話が３９ページ目以降にございます。東日本大震災の教訓を踏まえて、今、全国

の港でＢＣＰを作っているのですが、課題といたしましては、右側にあるとおり、点検体

制の確保や点検中の被災リスクがあるというところで、津波警報が発令されている間は港

に近づけないというところをどうするかが課題です。 

 対応としては、次の４０ページにありますが、港湾の情報化を進めて、これは当然、災

害時だけじゃなくて通常の維持管理でも使えると思っておりますが、ＧＰＳとかを活用し

て見える化を図っていくということと、被災情報を共有することが重要になります。 

 最後４２ページ目以降が、建設工事にもＩＣＴを活用するということで、今、点検技術

やドローンを使って点検の省力化・効率化を図るという取り組みを進めております。将来

的には４４ページ目になりますが、測量から設計施工、検査に至る全てのプロセスを３次

元で管理するということで、余計な無駄や、真ん中の下にありますが、ある意味無人施工、

遠隔施工するということで、今後作業員の方が高齢化していく中で、いかに効率的に進め

るのかという観点からも重要かなと思っております。 

 最後４５ページは、今後、ＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータを活用して、いかに効

率化を図っていくのかというところは全体として共通な事項かなと考えておりまして、こ

の辺は、もう少し掘り込みが必要なのかなと思っております。 

 以上簡単でございますが「施策の方向性」に関してご説明させていただきました。 

【分科会長】  それでは、ただいま説明のありました内容について、ご質問、ご意見ご

ざいましたら、よろしくお願いいたします。 

【委員】  今日は、この中長期政策の方向性を決める一つの節目のときだと思いますし、

個人的には私も委員として今日がちょうど節目になりますので、感想めいたことで申しわ

けないのですけど、若干申し上げたいと思います。 

 この中長期政策に当たって、最初はたしか二十幾つの論点が出てきて、これをどうまと

めるのかと、非常に大変だなと思いました。ましてや私は素人ですから、どこからどうい

うふうに食いついていったらいいのか非常に苦労しました。今まとめられたのを見ると、

皆さんの色々なご意見をもとに、プレーヤーが誰かということ、その人たちが動く、そし

てそれが日本の経済成長であったり安心・安全できれいな国土形成につながるよう見定め
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ましょうという方向が示されたと思います。客観的な市場分析だったり現場のユーザーの

ヒアリングをして、最初は雲を掴むような話だったのですけど、結果的には非常に地に足

が着いた方向性が示されたのではないかと私はこの段階では思っております。 

 ただ１点だけ、今後の案をまとめる中で、各項目の中にそれぞれ入ってはいるのですけ

れども、敢えてもう少し深めるというかスポットライトを当ててもらいたいのは、前段で

も出てきた、地方創生などに期待される港の役割や意義で、もう少し取り出してもよいの

ではないか。それは、１個の港の機能ではなくて、国土形成計画の対流促進型国土におけ

る非常に熱い熱源の１つになる部分だと思うのですね。また地方創生という観点から考え

ていかなきゃいけない部分を、いいところばかりじゃなくて、スクラップアンドビルドが

必ず必要になってくると思いますので、そういった思い切った部分と、それから新しい環

境下で、インバウンドもアウトバウンドも直接地方をネットワークされるという、大きい

時代の流れにどうついていけるかというところも深掘りしていただけると大変いいものに

なるのじゃないかなと期待しております。 

 最後の最後なのですけど、各政策がいろいろ並んでいますけれども、それが最後結集し

たときに、全体を俯瞰して見ると、それぞれの大都市港湾だったり地方港湾が、固有の物

語を紡ぎ全体像がイメージできるようになると、国民目線から見ても、この港はこういう

ものを持った自分たちに近い港なのだなというのが最後描ければ素晴らしいなと思いまし

た。 

【企画室長】  非常にありがたいご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおり、地

方に関しての視点が足りないとは思います。今日、実は全国からも、地方整備局の関係者

含め多数来ているのですが、こういう説明すると、地方にとって夢が少ないのかなと言わ

れますので、今後、中間取りまとめの前後とかも含めて、この中でも少し、例えば日本海

を、日本沿岸をどうするのかとか、瀬戸内海をどうするのかとか、地方の現状やどういう

ビジョンを持っているかということも踏まえて、地方に夢を描けるような中身を少し補強

していかなきゃいけないのかなと思っております。おっしゃられたように難しいところも

ありますが、何とか来年度はトライしていきたいと思っております。ありがとうございま

した。 

【委員】  部屋が暑過ぎるので、頭がぼーっとしてて、言おうと思ったのを何個か忘れ

たので、覚えていることを２つだけ言います。 

 方向としては全然違和感ないです。ただ、２つだけ、我々ここで今後議論するときに頭

にとめないといけないなというのが、最初は、もう表に出てしまっているのであれですけ

ど、内貿がほぼ危機的状況になっていますよね。内貿というか、要は国内輸送ですけど、

これはもう危機的ってばれてしまったので、ここは何とかせなあかんでしょうという話に

なるのですけど、皆さんもご承知だと思いますが、トラックに逃げ場はないよな、鉄道も

実は逃げ場ないよなといったら、もう船しかないのですよね。ちょっと計算すればこれは

わかる話だと思います。 

 だから、もう船でしか頼れないような、特に九州とか北海道、沖縄とかの離島も含めて

ですけど、船でしかもともとやれそうにないところも、今まで別の輸送手段で持っていた

りしたのが、もうこれ多分持たない。それを我々意識しながら、結構控え目に内航を書い

てあるのですけど、僕はもっと内航を強調してもし過ぎないのじゃないかなと思うのです
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よ。特にフェリーは皆さんが思っている以上に重要な役割を今果たしつつあるので、もう

一遍フェリーに帰ってきているので、そこはやっぱりちょっとどうでしょうねという風に、

もう一遍ちょっと考えてみてもいいのじゃないかなと思いますね。それが１点目。 

 それから２つ目は、先ほども横浜にＣＯＳＣＯが接岸しますよ、路線増やしますよとい

う話が出てきたのでわかりますけど、キャリアの中のプレーヤーが変わってきているので

すよね。もうむちゃくちゃ寡占が進んでいる世界になっていて、なおかつ、どこが強いか

も世界はほとんどわかっていて、じゃあ残りの人たちはどうしますのとなったときに、積

極的に打ってくる、打ち出してくるキャリアと、わりと守りに入っているキャリアがばっ

ちり分かれてしまっているような状態に僕には見えるのですね。前者が中華系、後者が残

念ながら邦船という構図がどうしても出てしまっているように僕は感じるので、今後、だ

からそういう、あんまりこういう話をしたら気分悪いのはわかるのですけど、そういうプ

レーヤーが、キャリアって、ここは港湾局なので、キャリアはお客さんなのですけど、お

客さんの事情も我々は考えざるを得ないのじゃないかなという状態になってきてしまった

のだと。もともと邦船とは一緒に頑張ろうねみたいな話だったのが、かなりそれは、先ほ

どの神戸港の話でも出ましたけど厳しくなっている、厳しくなってると考えたくないけど

厳しいのですよね。逆に、中華系の人は、いきまっせみたいな形で来たり、あるいはエバ

ーとかそういうところも、まだ行くぞみたいな感じになってたり、ちょっと状況が変わっ

てきていると。我々が思う以上に状況が激しく変化してきていると。だからプレゼンスは、

市場でのプレゼンスが大分変わってきていることを意識しながら、今後１０年間だったら

１０年間というものの設計図を描いていかないと、やっぱり今までどおりのステータス候

補でいきましょうというのはほとんど無理になってきているので、外貿も。そういうプレ

ーヤーが変わりますよね、変わったところでもちゃんと彼らと一緒にやっていこうねみた

いな形を考えていけるような素地を一応ここに出しておいてほしいなと思いました。 

 以上です。 

【企画室長】  まず内航の点なのですが、今、海事局の方でも内航の活性化委員会を開

催されていまして、その中で人手不足や将来、どうするのかということも含めていろいろ

検討されております。その中で我々としてもいろいろできることはあるかと思いますので、

ちょっとまだ勉強が足りないところはおっしゃるとおりですので、今後深掘りするところ

として、内航をどういう風にもう少し、てこを入れていくのかというところは、今後検討

していきたいと思っております。 

 あとプレーヤーのお話になりますが、我々としてもなるべく邦船社さんと一緒に何か新

しくできたらいいなと思っております。これからまだいろいろ動きがあると思いますので、

具体的なご相談も港湾経済課からしつつ、進めて参りたいと思っております。ちょっと抽

象的なお答えで済みません。 

【審議官】  私、海事局の審議官も兼ねておりますので一言。内航ビジョン検討会は、

１、２カ月に１回、１月に１回に近い状況でやっております。６月ぐらいに中間取りまと

めの方向でございます。ただ、こういう議論をしているという紹介はその前でもできます

から、また用意をして海事局と相談しながらお出ししたいと思います。 

【分科会長】  その他。 

【委員】  ３点ほど申し上げたいと思います。 
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 私は専門がインターネットやＩＴ、デジタル関連で、日頃はサイバー空間中心で仕事を

しているので、こちらに伺うと、リアル中心、物の動きを扱うということで、ある意味、

真逆な世界を扱っているので、それゆえに非常に興味深く参画させていただいています。 

 今回、ＩｏＴとかＡＩ、ビッグデータを活用した生産性の向上や見える化を図るという

課題が何カ所か出てきておりまして、ようやくそういうテーマにも焦点があたるのかと思

って期待しています。これらのテーマは、どれも関係する人が非常に多様で多岐に渡り、

それぞれにメリット・デメリットが違っていて、思いも違う中で、企画というかプラット

フォームを絵にして、それを実現していかなきゃいけないという、非常に難易度の高い課

題だと思っています。 

 例えば１８ページに、物流情報プラットフォームの課題が書かれています。事前説明で

は、まずは他省庁や民間企業のデータをオープン化するところが大きな課題なのですよね

というお話がありまして、それはそれでわかりますと。でも、それを最重要課題と言って

しまうと、他省庁にボトルネックがあるという課題認識になりそうで少し問題かな、と。

もちろんそれも重要な課題ですけれども、仮にそれが解決できたとしても、すぐには、プ

ラットフォームは構築できなくて、それ以上に関係するいろいろなプレーヤー間を調整し

ていくことが重要で、かつ国だけが音頭をとって走ってもうまく進まないでしょうから、

民間でリーダーシップを発揮してくださるというような体制を作っていくというような、

難しい課題があるテーマだなと思いました。 

 今回いろいろテーマを挙げていただいていますが、特に１８ページの物流情報プラット

フォーム、４０ページの港湾施設の見える化、４４ページに書かれている３次元データで

の処理・管理、これらは積極的に進めていただきたいと思います。そのために何かお役に

立てることがあればご相談に乗りたいと思います。というのが１点目です。 

 ２つ目は、全体の中で一番大きなテーマとして書かれている、東南アジアとの航路をい

かに戦略的に作っていくかという課題は、非常に重要なテーマだと思います。しかし、自

然体に任せていれば東南アジアから中国を経由して北米へ運ぶルートがメインになってし

まうという現実も明らかなので、早くから具体的な戦略を練って、全体の流通量のうち取

るべきシェアの目標等できるだけ具体的な数値目標を設定し、スケジュールについてもで

きるだけ具体的にして検討していただきたいと思います。例えば、横浜の埠頭を集約する

という話も一筋縄ではいかない難しい課題だと思うので、それが全体戦略の中でどいう位

置づけなのか、いつまでに整備が必要な話なのかが共通認識できるように、具体的な全体

戦略と個々の具体的な目的・目標を明確にしてまとめていただきたいと思います。それが

２点目です。 

 最後３点目は、クルーズネットワークの形成については、観光庁との連携が非常に多い

ですよね。この取りまとめは、港湾から見た課題だけをまとめておられるのですけれども、

全体像も示して、そのうちのこの部分を担っていくというほうがわかりやすいのかなと思

いました。 

 以上３点です。 

【企画室長】  ありがとうございます。まずＩＴに関しては、正直まだまだ我々も勉強

しなきゃいけないことが多くて、ＩＴに関しては物流分野ってかなり遅れている部分が非

常にあると思いますので、そこはぜひ委員のお知恵をいただきながら、今後少しでも具体
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化していくという形でやっていきたいと思います。特に、物流情報プラットフォームに関

しては多分、一番難易度が高い部分、今までいろいろ港湾局としてもなかなかうまくいか

なかった部分もありますので、まず情報を蓄積するところも十分やっていないところがあ

りますので、そこから始めて、あとはそれをどういうふうに活用するのかというところを、

段階を踏んでやっていきたいと思っております。 

 それから２点目の東南アジアの話、これはまた非常に難しい話で、いろんなプレーヤー

の方がいらっしゃる中で、ある意味、個別具体にやっていくしかないところはあるのです

が、そこも今後４月以降の議論の中で少し整理はしていきたいなと思っております。 

 それから３点目のクルーズの話、まさにおっしゃるとおりで、インバウンドの客全体を

これぐらいに増やすという目標があって、その中でクルーズが幾ら担うという話がある中

で、いろんな政策が当然、観光の分野がまず幹としてあって、その中に入ってまいります

ので、おっしゃる点は対応して、ただ、説明の資料の中では確かに見える形になっていな

いので、また全体像が見える形の資料も準備させていただきたいなと思います。 

 以上です。 

【委員】  まだ最終取りまとめまで少し時間があるようなので、まだいろいろ付け加え

ていけるのだろうと思いますが、大分時間が押してきているので１点だけ申し上げます。 

 強力に推進する必要のある政策の中で、国際バルク戦略港湾政策、これがどうも資源エ

ネルギーサプライチェーンの多様化というところの中に入っていくということになってい

ます。この「バルク」っていう言葉のやっぱり重みと大切さをもう少し織り込んでいきま

せんと、いけません。この資源エネルギーは石炭や石油や鉄鉱石もみんなそうですが、そ

れももちろんバルクではありますけれども、やっぱりバルクっていうときには、例えば車

であるとか重機であるだとか、そういうのを全部日本ではバルクなわけですよね。ですか

ら、この中と本文の中で、ここで１行が出てくるのですが、もうバルク戦略っていうのが

何か全然、もう一キーワードぐらいないかなと思ってさっきから探していたのですけど見

当たりません。これは資源エネルギーサプライチェーンというところに何か組み込ませて

いくということとバルクっていうことの意味と重みが違うのだということだけは、もう一

度、最終取りまとめの中ではしっかり入れ込んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

【企画室長】  ちょっと言い訳しますと、まずこの８つで、前半の４つと後ろの４つに

とりあえず分けていますが、全体としてまた最後、中間取りまとめなりをする際に、少し

リシャッフルなりして、後半の５ポツ目以降に書いてある話でも、すぐにやる話があると

思いますし、その辺はリシャッフルが必要かなと思っています。 

 かつバルクの話というのは、今すぐやっている話もかなり、今進めている途中の話もあ

りますので、そこも含めて、短期、中期、長期でそれぞれ何をやっていくのかというとこ

ろも含めて、もう少しバルクという形が見える形にしたいと思っております。 

【委員】  はい、ぜひお願いします。 

【委員】  お時間がないようなので簡単に申し上げますけれども、そもそも中長期はど

のくらいの期間を指すのか。今、お隣の委員から伺いましたが、５年から１５年ぐらいの

目途でよろしいのですか。 

【企画室長】  一応２０３０年……、そうですね、１５年から、場合によっては２０年



 -29-

後。 

【委員】  ありがとうございます。欠席が続いて申し訳なかったのですが、久しぶりに

資料を拝見しましたら、大分整理されて、課題の洗い出しができているなと思いました。

期間も確認したのは、スピード感の問題で、どれをどのぐらいの間にやりたいというのが

もう少し見えてくると、一般の者が見たときに、分かりやすい。これはオリンピックまで

にやりたいのだとか、これは１５年ぐらいかけてなど、その辺の長短がわかりづらかった

ので、この先まだまだ時間もありますので、少し入れ込んでいただけるとありがたいと思

いました。 

 それから、私自身は、新しく打ち出す中の４番目の「美しく快適で市民に身近な」って、

これが非常にいいなと思っておりまして、港というのは、日本中に１,０００以上あるとも

聞いておりますが、身近にあるのによくわからないところというのが、一般的に市民が、

思っているところで、今回を機に、ぜひ親しみの持てる港づくりに力を入れていただきた

い。個人的にはマリーナベイ・サンズですか、シンガポールに行ったときに、知らないで

行って、大変な感動を受けまして、一晩に２回ぐらいショーがあって、何をやっていても

その時間には港に行かなければと思うぐらいのことでしたので、わくわく感を市民の皆さ

んに与えるような工夫というのもお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【委員】  大体こんなんだと思いますよ、方向性としては。最後でいろいろあると思う

けど、まあ、こんなものだと思うのですね。これが what to do だとすると、もうちょっと

ベーシックなところで１個だけ後で付け加えた方がいいのじゃないか、底辺で。それは何

かというと、今までの港湾政策を反省して、それを踏まえてやろうというのが局長の考え

でやってきたわけで、これはいいのだけど、じゃあ反省してみると、何が足りなかったか

というと、方向性はそんなに違っているわけでもなかったのだけど、それを手打つのが遅

かったねとか、それからやる程度が足りなかったねという、そういう徹底が足りない、あ

るいは時機を失したみたいな面があるでしょう。そうすると、この打ち出していることは

いいのだけど、そういう戦略を適切にアセスメントして、これをこの程度どこでやるとど

んなことが起こるのかな、世界経済にはみたいな、そういう種類の分析を可能な限りやり

ながら適時適切に仕事をしていこうという事柄自身が新しい提案になると思うのですよ。

だから個々の施策じゃなくて、what to do じゃない、how to do なのだけど、それを入れ

たい。 

 同じく、今、委員がおっしゃったところで、４番、僕もすごく大事だと思っているのだ

けど、昔もやったのですよね、ウォーターフロント。それが何かへたっている時代があっ

て、で、また再度これを見直すみたいなものだよ。これもやっぱり反省してみると、なぜ

あれはへたってしまったのだろうかという反省がこの how to do のところにやっぱり入っ

てくる。そこのところを後でまた議論して加えたら素晴らしいのじゃないかと思いました。 

 以上です。 

【分科会長】  じゃあ、最後。 

【委員】  私は、中長期政策の土台は、地方創生とモーダルシフトだと思っているので

す。モーダルシフトは先ほど委員がおっしゃったとおりです。地方創生については、国是

となっているにもかかわらず港湾政策がなかなかそれを推進していないということが言え
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るのじゃないかと思うのです。戦略港湾に東南アジアの貨物を集めてトランシップを図り

たいというのは、私は賛成しません。それは船会社の勝手だからです。港湾当局が頑張っ

てどうなるというものでもないし、頑張らなくても船社がそうしようと思ったら明日から

でもできるような話だからです。それに対して、北前船構想というのが非常に私としては

嬉しい構想で、日本海側をもっと盛り立てるためには、ハブとなる港とすれば、例えばで

すけれども新潟と敦賀と北九州港、この３つを拠点にして、いろいろ面白い政策が展開で

きるのではないかと思っております。 

 それから、当初から申し上げている港湾計画ですけれども、今の港湾管理者の守備範囲

を考え直す必要があるのではないか。つまり、港湾計画というのは広域的に考える必要が

あるから、どうしてもそこに地方自治体の縄張りというものが存在してしまう。このこと

を認識するような文章を入れていただきたい。 

 それからクルーズ船については、クルーズ拠点港というのは、私はちょっと違和感があ

りました。というのは、あれは民間の船会社がお金を出すというところを前提にして募集

されたからあのような面子になったわけで、それを、国がクルーズ拠点港と呼ぶにはちょ

っと違うかなと。もっと大きな港も当然拠点であるし、船会社が金を出さなくても国が大

手を振って大きな資金を投入して拠点港にするということもあっていいと思うし、そのよ

うな覚悟でやっていただきたいなと思います。 

 以上です。 

【企画室長】  たくさんご意見いただきましてありがとうございます。毎回、委員から

ご意見いただいております。先ほどの東南アジア集貨に関しては、実際にはビジネスの話

ですので、一個一個具体的にやっていかなきゃいけない話なので、ちょっとここでは省き

ますが、それ以外いただいたご指摘の点に関しては、今後、中間取りまとめに向けてもう

ちょっと、特に地方の観点に関してはもっと補強が必要かなと思っておりますので、そこ

を今後また引き続き議論させていただきたいと思っております。ありがとうございます。 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、中長期政策についての議論はこれ

でひとまず終わりにしたいと思いますが、事務局で考え方を整理していただきたいと思い

ます。 

 それでは、次の議題ですが、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関

する基本方針の変更についてでございます。ご説明お願いいたします。 

【港湾計画審査官】  では私のほうから、港湾の基本方針の変更についてご説明をさせ

ていただきます。資料３をごらんください。 

 冒頭、局長の挨拶でも申し上げましたとおり、港湾法の改正、本日閣議決定いたしまし

て、これに伴って基本方針を変更したいということで、その進め方について今日ご紹介す

るものでございます。 

 資料１ページ目、２ページ目につきましては、基本方針の性格と基本方針の過去の変更

経緯を整理したものでございますので、委員の皆様ご承知の内容だと思いますので、時間

もございませんので割愛させていただきます。 

 ３ページをごらんいただければと思います。今回の法改正案の内容でございますが、ク

ルーズ拠点の形成に向けた港湾法の改正を検討しており、本日閣議決定したということで

ございます。 
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 法案の内容につきましては大きく２つ、枠の中の①、②でございます。クルーズに関す

るものが①でございまして、外航クルーズ船の受け入れ拠点の形成の推進ということでご

ざいます。内容は、受け入れ拠点の形成を図る港湾を国が指定してまいります。その指定

された港湾の港湾管理者が受け入れ拠点の形成のための計画を作成するということになり

まして、その計画に基づく工事の許可等の特例が規定されております。それから、港湾管

理者が民間事業者と協定を締結できるということになっておりまして、その内容として、

下に下線で引いてございますが、係留施設の優先的な使用や民間事業者が整備する旅客施

設の一般公衆への供用等に関する協定という内容になってまいります。こういったことを

港湾法で位置付けようとしております。 

 ２番目でございますけれども、非常災害時における国土交通大臣による円滑な港湾施設

の管理ということでございまして、非常災害時におきまして、港湾管理者からの要請があ

る場合には、必要があれば国が港湾利用者との調整、例えばバース調整といったものにつ

いて業務を実施できるということを規定してございます。 

 今回の基本方針の変更につきましては、①に関係するものが対象となってまいります。 

 １枚めくっていただきまして４ページ目をご覧ください。今回の基本方針の変更につき

ましては、今ご説明申し上げました改正港湾法におきまして、基本方針に反映させるべき

事項として規定される内容を変更してまいりたいと考えております。 

 その内容でございますが、真ん中の枠の左側の方、基本方針に反映させるべき事項とい

うことで書いてございます。１つ目、基本方針で定める事項に「官民の連携による港湾の

効果的な利用に関する基本的な事項」を追加するということで、これがクルーズ拠点形成

に係る事項でございます。その下、「国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したも

のでなければならないこと」ということで、先ほどご説明いたしました港湾管理者が作成

する計画、これについて基本方針に適合要件を記載するということになってございます。

この２つにつきましては、右側を見ていただきますと書いてございますが、新たな章を追

加して、国際旅客船拠点形成計画が適合すべき要件等を記載する方向で検討を進めたいと

思っております。 

 それから、左の枠に戻っていただきまして３番目でございますが、基本方針を定めるに

当たりまして「国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮」し

て基本方針をつくれと規定されましたので、このことについての反映させてまいりたいと

思っております。 

 なお、現在、今しがたもご議論いただきましたけれども、中長期政策の審議中でござい

ますので、この中長期政策の策定が結論が見えてまいりましたら、その中長期政策を踏ま

えた変更を今後検討していきたいと思っておりまして、冒頭申し上げましたように今回は

法改正の内容について規定される内容のみを対象としたと思っております。 

 ５ページ目をご覧いただけますでしょうか。スケジュールを整理してございます。基本

方針の変更に当たりましては、中段あたりに書いてございますけれども、港湾分科会での

ご審議を経るほか、幾つかの手続が必要となってまいります。これらの時期につきまして

は改正法の国会審議の日程と連動いたします。おおよそ６月ごろには審議会に諮問させて

いただきたいと考えております。法の施行につきましては公布から一月以内ということで

規定する予定でございますので、諮問の一月余り後の７月ごろには変更した基本方針の告
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示を行う必要があるということでございます。したがいまして、分科会でご審議いただけ

る期間あるいは回数も極めて限られてまいりますけれども、委員の皆様には前広にご意見

を伺うなどのことも考えておりますので、なにとぞご指導賜れればというふうに考えてお

ります。 

 以上で基本方針の変更についての説明を終わります。 

【分科会長】  この報告について何かご質問ございますか。よろしいですか。 

 それではもう時間が来ていますので、最後の報告お願いいたします。 

【海洋・環境課長】  海洋・環境課長でございます。私から改正港湾法に基づく洋上風

力発電の導入の進捗状況につきましてご報告を申し上げます。 

 資料１ページ目でございますが、７月に改正港湾法が施行されまして、占用公募制度が

創設されましたけれども、その８月から北九州港におきまして洋上風力発電事業者の公募

を行っておりました。本年２月に、ひびきウインドエナジーという企業グループが占用予

定者に選定をされましたので、ご報告を申し上げます。 

 ２ページをご覧ください。左上にコンソーシアムの構成員がございますが、九電みらい

エナジー株式会社、そのほか北拓、西部瓦斯、九電工という地元の関係の会社と、それか

ら電源開発を中心としたコンソーシアムが選ばれております。規模ですが、風車の基数が

最大４４基、総事業費が１,７５０億円程度ということで、平成３４年度から着工する予定

という計画になってございます。一番下に表がございまして、選定グループによる計画の

ポイントがございますが、風車の積出拠点の形成、輸出入／移出入拠点の形成、産業集積、

地元企業への貢献、その他ということで、中長期政策の議論の中で拠点港の形成という議

論もございましたけれども、そういった内容を含んだ非常に地域への貢献を意識した内容

の計画となっております。 

 次に３ページでございます。鹿島港における取り組みでございますけれども、鹿島港に

つきましては、港湾法が改正される以前に港湾管理者が任意の形によりまして既に事業者

を選定しておりました。図がございますけれども、左側の区画が地元の企業を中心とした

コンソーシアム、右側の赤い区画が商社を中心としたコンソーシアムが選定されておりま

したけれども、南側の区画の事業者がこれを辞退するという話がございまして、再度、改

正港湾法に基づいて公募を行うということで、３月２日からその手続にかかっております。

こちらにつきまして全国２例目の事例ということで公募が行われるということでございま

す。 

 以上でございます。 

【分科会長】  何かご質問ありますか。よろしいですか。 

 それでは以上とさせていただきたいと思いますが、マイクを事務局にお返しいたします。 

【総務課長】  長時間にわたるご審議、大変ありがとうございました。本日使用いたし

ました資料につきましては、机上に残していただきますれば、後日郵送させていただきま

す。 

 また、港湾分科会の委員の皆様におかれましては、大多数の方の任期が３月１２日にな

ってございます。現在、改選手続を進めさせていただいてございますが、独立行政法人住

宅金融支援機構の理事の望月久美子委員におかれましては、今回任期満了に伴い退任をさ

れることになりましたので、ご紹介を申し上げます。平成２６年１０月のご就任以来、貴
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重なご意見を賜ってまいりましたことにつきまして厚く御礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。 

 次回の港湾分科会につきましては、６月ないし７月ごろを予定してございます。なお、

港湾における中長期政策の検討については、別途ご意見を伺う場を設けさせていただきた

いと考えてございます。 

 以上をもちまして本日の港湾分科会を閉会させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

―― 了 ―― 

 


